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米
国
原
子
力
潜
水
艦
の
我
が
国
へ
の
無
通
報
寄
港
に
対
す
る
政
府
の
対
応
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
二
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
十
一
月
十
日
午
前
十
時
頃
、
米
海
軍
の
原
子
力
潜
水
艦
プ
ロ
ビ
デ
ン
ス
が
、
一
九
六
四
年
八
月
の
声
明
に
反
し
て
我

が
国
政
府
へ
の
事
前
通
報
な
し
に
沖
縄
県
う
る
ま
市
の
米
軍
施
設
ホ
ワ
イ
ト
ビ
ー
チ
沖
に
寄
港
（
以
下
、
「
事
前
通
報
な
し

の
寄
港
」
と
い
う
。
）
す
る
騒
動
が
起
き
た
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
「
本
件
事
案
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
初
め

て
知
っ
た
の
は
平
成
二
十
年
十
一
月
十
日
午
前
十
時
四
十
五
分
頃
で
あ
り
、
直
ち
に
関
係
方
面
と
連
絡
を
取
る
と
と
も
に
、

事
実
関
係
の
確
認
等
を
行
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
が
、
右
答
弁
に
あ
る
「
関
係
方
面
」
と
は
ど
こ
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

二

「
事
前
通
報
な
し
の
寄
港
」
に
つ
い
て
の
報
告
が
、
中
曽
根
弘
文
外
務
大
臣
、
伊
藤
�
太
郎
、
橋
本
聖
子
両
外
務
副
大

臣
、
西
村
康
稔
、
御
法
川
信
英
、
柴
山
昌
彦
各
外
務
大
臣
政
務
官
に
な
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

三

二
の
報
告
が
な
さ
れ
た
時
点
か
ら
、
中
曽
根
大
臣
は
じ
め
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
よ
り
ど
の
様
な
指
示
が
外
務
省
の
ど
の

部
署
に
な
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



四

「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
「
事
前
通
報
な
し
の
寄
港
」
を
巡
っ
て
の
米
国
側
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
「
同
日
午

前
、
西
宮
外
務
省
北
米
局
長
が
、
ズ
ム
ワ
ル
ト
在
京
合
衆
国
大
使
館
筆
頭
公
使
に
対
し
て
、
本
件
事
案
の
事
実
関
係
の
詳
細

な
説
明
、
原
因
究
明
及
び
再
発
防
止
の
徹
底
を
申
し
入
れ
る
と
と
も
に
、
事
前
通
報
が
な
い
ま
ま
に
米
原
子
力
潜
水
艦
が
入

港
し
た
の
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
旨
の
抗
議
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
同
日
午
後
、
同
公
使
か
ら
、
本
件
事
案
は
、
合
衆

国
海
軍
の
内
部
の
連
絡
ミ
ス
が
原
因
で
あ
る
が
、
通
報
が
な
さ
れ
な
い
形
で
米
原
子
力
潜
水
艦
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
が
寄
港
し

た
こ
と
は
合
衆
国
側
と
し
て
も
誠
に
遺
憾
で
あ
り
、
再
発
防
止
に
努
め
た
い
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
の
際
同
公
使

か
ら
合
衆
国
海
軍
の
内
部
の
連
絡
ミ
ス
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
は
受
け
て
い
な
い
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
右
の
本
年
十

一
月
十
日
午
後
の
、
西
宮
局
長
か
ら
の
抗
議
を
受
け
て
の
ズ
ム
ワ
ル
ト
公
使
の
説
明
は
、
ど
の
様
な
形
で
、
ど
こ
の
場
所
で

行
わ
れ
た
か
。
西
宮
局
長
の
下
を
訪
れ
て
の
、
ま
た
は
、
電
話
に
よ
る
説
明
か
。

五

四
の
答
弁
に
は
、
「
事
前
通
報
な
し
の
寄
港
」
が
起
き
た
原
因
で
あ
る
米
国
海
軍
の
内
部
の
連
絡
ミ
ス
に
つ
い
て
、
詳
細

な
説
明
を
受
け
て
い
な
い
と
あ
る
が
、
我
が
国
と
し
て
、
そ
も
そ
も
連
絡
ミ
ス
の
詳
細
な
説
明
を
求
め
て
い
た
か
。

六

五
で
、
求
め
て
い
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
ど
の
様
な
連
絡
ミ
ス
に
よ
り
「
事
前
通
報
な
し
の
寄
港
」
が

起
き
た
の
か
、
可
能
な
限
り
説
明
を
求
め
る
の
が
筋
で
は
な
い
の
か
。

二



七

五
で
、
求
め
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
米
国
側
が
そ
れ
を
拒
ん
だ
と
い
う
こ

と
か
。

八

政
府
と
し
て
、
「
事
前
通
報
な
し
の
寄
港
」
を
引
き
起
こ
し
た
、
米
国
海
軍
内
部
に
お
け
る
連
絡
ミ
ス
の
詳
細
に
つ
い
て

聞
か
な
い
ま
ま
、
四
の
答
弁
に
お
け
る
ズ
ム
ワ
ル
ト
公
使
の
説
明
を
も
っ
て
、
同
事
案
に
お
け
る
日
米
両
国
の
対
応
は
終
了

し
た
と
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


